
議案第９号 

   鶴ヶ島市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 鶴ヶ島市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

 

  令和６年２月２１日提出 

 

 

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久 

 

 

      提 案 理 由 

 介護保険事業計画の見直し及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和６年度か

ら令和８年度までの各年度の保険料率を定めたいので、この案を提出するものである。 

 



鶴ヶ島市介護保険条例の一部を改正する条例 

 鶴ヶ島市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、同項第１号中「２７，０００円」を「２６，４８１円」に改め、同項

第２号中「３７，８００円」を「３９，８６７円」に改め、同項第３号中「４０，５

００円」を「４０，１５８円」に改め、同項第４号中「４３，２００円」を「４９，

４７０円」に改め、同項第５号中「５４，０００円」を「５８，２００円」に改め、

同項第６号中「６２，１００円」を「６６，９３０円」に改め、同号イ中「又は第１

２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項

第７号中「６７，５００円」を「７２，７５０円」に改め、同号イ中「又は第１２号

イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第８

号中「７２，９００円」を「７８，５７０円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」

を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第９号中

「７８，３００円」を「８４，３９０円」に改め、同号ア中「４００万円」を「４２

０万円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１

４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１３号中「９９，９００円」を「１２５，１

３０円」に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１２号中「９４，５００円」を

「１１９，３１０円」に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１１号中「８９，１

００円」を「１０７，６７０円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ又は

第１５号イ」に改め、同号を同項第１３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (14) 次のいずれかに該当する者 １１３，４９０円 

  ア 合計所得金額が９００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 第７条第１項第１０号中「８３，７００円」を「９６，０３０円」に改め、同号ア

中「６００万円」を「６２０万円」に改め、同号イ中「次号イ又は第１２号イ」を



「次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同号を同項第１１号と

し、同号の次に次の１号を加える。 

 (12) 次のいずれかに該当する者 １０１，８５０円 

  ア 合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。） 

 第７条第１項第９号の次に次の１号を加える。 

 (10) 次のいずれかに該当する者 ９０，２１０円 

  ア 合計所得金額が５２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

 第７条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に、「１６，２００円」を「１６，５８７円」に改め、同条第３項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２７，０００

円」を「２８，２２７円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に、「３７，８００円」を「３９，８６７円」

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の鶴ヶ島市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 


